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令和４年第６回若狭町議会定例会会議録（第１号） 

 

令和４年８月３０日若狭町議会第６回定例会は、若狭町議事堂で開会された。 

１．出席議員（１３名） 

     １番  谷 川 暢 一 君     ２番  川 島 富士夫 君 

     ３番  西 村   毅 君     ４番  倉 谷   明 君 

     ５番  増 井 文 雄 君     ６番  藤 田 正 美 君 

     ８番  熊 谷 勘 信 君     ９番  島 津 秀 樹 君 

    １０番  辻󠄀 岡 正 和 君    １１番  坂 本   豊 君 

    １２番  今 井 富 雄 君    １３番  北 原 武 道 君 

    １４番  松 本 孝 雄 君 

２．欠席議員 

     な  し 

３．欠  員（１名） 

４．職務のため議場に出席した者の職氏名 

議会事務局長 松 宮 登志次 書 記 河 原 典 史 

５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 渡 辺 英 朗 副 町 長 二本松 正 広 

教 育 長 松 宮   毅 会計管理者 三 宅 宗 左 

総 務 課 長 岡 本 隆 司 総合政策課長 竹 内   正 

観光商工課長 泉 原   功 税務住民課長 中 西 みや子 

環境安全課長 岸 本 晃 浩 福 祉 課 長 佐 野 明 子 

子育て支援課長 旭   明 男 健康医療課長 山 口   勉 

建 設 課 長 中 村 辰 也 上下水道課長 飛 永 浩 志 

産業振興課長 中 村 和 幸 パレア文化課長 山 本 裕 之 

歴史文化課長 木 下 忠 幸 教育委員会事務局長 宮 田 雅 秋 

監 査 委 員 河 原 武 教   

６．議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 会期の決定について 

日程第 ３ 報告第 ６号 令和３年度決算に基づく健全化判断比率の報告について 

日程第 ４ 報告第 ７号 令和３年度決算に基づく資金不足比率の報告について 
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日程第 ５ 認定第 １号 令和３年度若狭町一般会計及び特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第 ６ 認定第 ２号 令和３年度若狭町水道事業会計、若狭町工業用水道事業

会計及び若狭町国民健康保険上中診療所事業会計決算の

認定について 

日程第 ７ 議案第４８号 若狭町職員の育児休業等に関する条例の一部改正につい

て 

日程第 ８ 議案第４９号 原子力発電施設等立地地域の指定による町税の特例に関

する条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第５０号 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強

化に関する法律に基づく町税の特例に関する条例の一部

改正について 

日程第１０ 議案第５１号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

日程第１１ 議案第５２号 令和４年度若狭町一般会計補正予算（第４号） 

日程第１２ 議案第５３号 令和４年度若狭町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号） 

日程第１３ 議案第５４号 令和４年度若狭町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号） 

日程第１４ 議案第５５号 令和４年度若狭町直営診療所特別会計補正予算（第１号） 

日程第１５ 議案第５６号 令和４年度若狭町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１６ 議案第５７号 令和４年度若狭町農業者労働災害共済事業特別会計補正

予算（第１号） 

日程第１７ 議案第５８号 令和４年度若狭町農業集落排水処理事業特別会計補正予

算（第１号） 

日程第１８ 議案第５９号 令和４年度若狭町公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号） 

日程第１９ 議案第６０号 令和４年度若狭町営住宅等特別会計補正予算（第１号） 

日程第２０ 議案第６１号 令和４年度若狭町土地開発事業特別会計補正予算（第１

号） 

日程第２１ 議案第６２号 令和４年度若狭町水道事業会計補正予算（第１号） 
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（午前 ９時１９分 開会） 

○議長（今井富雄君） 

開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

本日、招集されました、令和４年第６回若狭町議会定例会の開会に当たり、議員各位

には、万障繰り合わせの上、御出席いただきましたことを心よりお礼を申し上げます。 

本定例会に提出されます議案につきましては、令和３年度一般会計、特別会計及び企

業会計の決算認定のほか、条例の改正、計画の策定及び令和４年度各会計の補正予算が

主なものであります。 

慎重な御審議と円滑な議事運営に御協力賜りますことをお願いいたします。 

さて、本年は、梅雨明けからの猛暑、前線停滞による豪雨と、それを原因とする全国

各地での災害発生など、不安定な気候による事象が続いております。 

また、同時に、新型コロナウイルス感染症においては、いまだ一定数の感染例が県内

もしくは町内においても発生しており、その収束にめどが立たない状況でございます。 

９月に入りましては、本格的な台風シーズンも迎えます。このようなコロナ禍の中に

おいても、災害に対する備えについては、いま一度、御確認いただきたいと思います。 

議員各位におかれましては、御自身の健康から、まずは十分に御留意いただき、本定

例会の円滑な運営に御協力賜りますようお願い申し上げ、開会の挨拶といたします。 

ただいまの出席議員数は１３名です。 

定足数に達しましたので、会議は成立しました。 

これより、令和４年第６回若狭町議会定例会を開会いたします。 

町長より発言を求められておりますので、これを許します。 

渡辺町長。 

○町長（渡辺英朗君） 

皆様、おはようございます。 

本日、ここに、令和４年第６回若狭町議会定例会を招集させていただきましたところ、

議員の皆様には、全員の御出席を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、今年も猛暑が続いておりましたが、朝夕は幾分か過ごしやすくなり、町内各地

では、黄金色に実った稲刈りが始まるなど、秋の気配を感じる季節となりました。 

去る８月４日から５日の記録的大雨により、南越前町や勝山市を中心に甚大な被害が

発生をいたしました。 

若狭町におきましては、特に被害の大きかった南越前町に対し、飲料水の提供や職員

１８名をボランティア派遣し、お見舞金をお届けいたしました。 
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改めて、被害に遭われました皆様方にお見舞いを申し上げる次第でございます。 

また、８月２７日には、北陸自動車道の下り線の通行止めが解除され、生活や医療へ

の影響が緩和され安堵するとともに、高規格道路の重要性を再認識したところです。 

８月２６日には、東京都立川市で第５０回全国消防救助技術大会が開催され、福井県

代表として若狭消防上中分署の隊員３名が出場し、ほふく救出の部で入賞を果たしまし

た。災害が多発する中で大変頼もしいニュースであり、引き続き、関係機関連携の下に、

台風や災害に備え、住民の皆様の安心安全の確保に努めてまいります。 

新型コロナウイルス感染症の感染状況につきましては、人流が増えたお盆による感染

拡大はやや落ち着いてきた傾向ですが、小・中学校の授業再開もあり、しばらくは感染

者数の高止まりが続くのではないかと危惧しているところです。 

福井県が８月２８日まで発令している独自の感染拡大警報についても、９月３０日ま

で延長されたところであります。 

また、コロナワクチン接種につきましても、医療機関をはじめ関係機関の皆様の御協

力を頂きながら、一日も早く４回目接種が完了できるよう、引き続き、全庁体制で取り

組んでまいります。 

また、長引く新型コロナウイルスの感染拡大に加え、ロシアのウクライナ侵攻や円安

により、国内においても物価上昇が続いているところです。 

秋以降も物価上昇が予測され、家計や地域経済への影響も心配しているところです。 

９月補正予算においては、新型コロナウイルス感染症対応、地方創生臨時交付金を活

用した事業として、保育所、小・中学校の給食に係る賄い材料費の補正や公共交通に係

る支援事業等を提案させていただいております。 

今後も国・県等の状況を注視しながら迅速に対応してまいりたいと考えております。 

さて、町では、今月２２日から２６日にかけて、「集落ヒアリング」を実施させてい

ただきました。集落の皆様から課題や要望などをお聞かせいただきました。 

町といたしましても、集落の方々と直接、対話をさせていただく中で、お互いの信頼

関係を深めさせていただくとともに、課題を共有し、課題解決に向けて、スピード感を

もって、地域と一丸となって取り組んでまいります。 

また、来月には福井県知事への要望が予定されておりますので、町の将来を見据えた

「第２次若狭町総合計画（まちづくりプラン）」に基づき、町の発展につながる施策に

対して支援が得られるよう強く要望してまいりたいと考えております。 

さて、本定例会に提案いたします案件は、令和３年度決算に基づく健全化判断比率の

報告及び決算に基づく資金不足比率の報告、令和３年度一般会計及び各特別会計及び各
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企業会計歳入歳出決算の認定のほか、令和４年度の一般会計、特別会計、企業会計の補

正予算などの案件をお願いしております。 

議員の皆様には、十分御審議の上、妥当なる御決議を賜りますようお願い申し上げま

して、開会の御挨拶とさせていただきます。 

○議長（今井富雄君） 

これより、本日の会議を開きます。 

議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

～日程第１ 会議録署名議員の指名について～ 

○議長（今井富雄君） 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により、４番、倉谷 明君、５番、増

井文雄君を指名します。 

～日程第２ 会期の決定について～ 

○議長（今井富雄君） 

日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

お諮りします。本定例会の会期は、本日から９月２０日までの２２日間にしたいと思

います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から９月２０日までの２２日

間に決定しました。 

次に、諸般の報告を行います。 

地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、例月出納検査、令和４年度７月分の

結果報告書がお手元に配付のとおり報告されております。 

次に、地方自治法第１２１条の規定により、議案説明者として渡辺町長、二本松副町

長、松宮教育長、岡本総務課長ほか各担当課長等の出席を求めております。 

また、令和３年度各会計の決算審査意見に関する報告を求めるため、河原監査委員の

出席を求めています。 

以上をもって、諸般の報告を終わります。 

～日程第３ 報告第６号・日程第４ 報告第７号～ 

○議長（今井富雄君） 

次に、日程第３、報告第６号、令和３年度決算に基づく健全化判断比率の報告につい
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て、及び日程第４、報告第７号、令和３年度決算に基づく資金不足比率の報告について

の２件を一括して報告願います。 

渡辺町長。 

○町長（渡辺英朗君） 

それでは、報告第６号から報告第７号につきまして御説明を申し上げます。 

報告第６号「令和３年度決算に基づく健全化判断比率の報告について」では、「地方

公共団体の財政の健全化に関する法律」第３条第１項の規定により、また、報告第７号

「令和３年度決算に基づく資金不足比率の報告について」では、同法第２２条第１項の

規定により、それぞれ御報告申し上げるものであります。いずれも基準を下回っている

ことを御報告申し上げます。 

○議長（今井富雄君） 

ただいまの報告について質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

質疑なしと認め、報告を終わります。 

～日程第５ 認定第１号・日程第６ 認定第２号～ 

○議長（今井富雄君） 

次に、日程第５、認定第１号「令和３年度若狭町一般会計及び特別会計歳入歳出決算

の認定について」及び日程第６、認定第２号「令和３年度若狭町水道事業会計、若狭町

工業用水道事業会計及び若狭町国民健康保険上中診療所事業会計決算の認定について」

の２件を一括議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

渡辺町長。 

○町長（渡辺英朗君） 

それでは、認定第１号及び認定第２号につきまして、御説明を申し上げます。 

認定第１号及び認定第２号は、いずれも令和３年度一般会計をはじめとする各特別会

計及び公営企業会計の決算認定を求めるものでございます。 

これらの内容につきましては、監査委員から決算審査意見書により御報告をいただき

ますので、詳細につきましては省略をさせていただき、私からは決算の概要につきまし

て御説明を申し上げます。 

まず、認定第１号「令和３年度若狭町一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」、御説明申し上げます。 
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令和３年度若狭町一般会計歳入歳出決算でございますが、詳しい決算額及び執行状況

につきましては、お配りいたしました決算書を御覧いただきたいと思います。 

一般会計における歳入決算総額は１３４億７，３４２万７，０００円となりました。

歳出決算総額は１２４億９，４１７万９，０００円となり、歳入歳出の差引きは９億７，

９２４万８，０００円となりました。 

次に、１１会計ある特別会計の決算につきまして申し上げます。 

まず、「若狭町国民健康保険特別会計」、「若狭町後期高齢者医療特別会計」、「若

狭町直営診療所特別会計」、「若狭町介護保険特別会計」といった町民の皆様の健康に

関わる４つの特別会計につきましては、保険料、国庫補助金、県補助金等、法律等で定

められた財源をもって事業を推進させていただきました。 

次に、「若狭町簡易水道事業特別会計」、「若狭町農業集落排水処理事業特別会計」、

「若狭町漁業集落排水処理事業特別会計」、「若狭町公共下水道事業特別会計」といっ

た上下水道関係の４つの特別会計につきましては、適切な維持管理に努め、運営を図る

ことができたと考えております。 

また、「若狭町農業者労働災害共済事業特別会計」では、令和３年度につきましては、

農作業中の事故６件に対しまして医療共済金をお支払いいたしました。 

「若狭町営住宅等特別会計」では、町営住宅６３戸、公営住宅１６戸の管理運営を実

施し、住宅困窮者やＵ・Ｉターン者などへの居住場所の提供を行いました。 

最後に、「若狭町土地開発事業特別会計」につきましては、天徳寺及び上瀬の住宅団

地を中心に分譲をさせていただいております。 

続きまして、認定第２号「令和３年度若狭町水道事業会計、若狭町工業用水道事業会

計及び若狭町国民健康保険上中診療所事業会計決算の認定について」、御説明を申し上

げます。 

初めに、令和３年度若狭町水道事業会計決算につきましては、収益的収入が１億７，

８２２万１，０００円、収益的支出が１億５，０５３万１，０００円となり、純利益は

２，７６９万円となりました。 

資本的収支では、６，４８９万３，０００円の資金不足が生じ、その不足額につきま

しては、当年度分消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補塡をいた

しております。 

次に、令和３年度若狭町工業用水道事業会計決算でありますが、収益的収入が２，６

４０万円、収益的支出が３，１７９万６，０００円となり、５３９万６，０００円の損

失となりました。 
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資本的収支では、３６万６，０００円の資金不足を生じ、その不足額につきましては、

当年度分消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補塡をいたしており

ます。 

最後に、令和３年度若狭町国民健康保険上中診療所事業会計決算でありますが、収益

的収支の状況は、総収益５億４６１万６，０００円、総費用５億８２４万４，０００円

で、当年度純利益は３６２万８，０００円の損失となっております。 

資本的収支では、上中診療所空調設備更新工事のほか、診療所の改修工事に係る企業

債の償還金として、不足する額３，０１４万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収収支調整額及び当年度分損益勘定留保資金で補塡をいたしております。 

以上、認定第１号及び認定第２号につきましての御説明とさせていただきます。 

○議長（今井富雄君） 

提案理由の説明が終わりました。 

ここで、上程中の２議案について、監査委員の意見を求めます。 

若狭町監査委員、河原武教君。 

○監査委員（河原武教君） 

それでは、議長のお許しを頂きましたので、令和３年度会計決算審査における私の所

見を申し上げます。 

ただいま上程されました、認定第１号及び認定第２号の令和３年度若狭町一般会計及

び国民健康保険特別会計など１１の特別会計、並びに水道事業会計など３つの企業会計

の決算につきまして、議会選出の島津監査委員と６月から８月にかけて慎重に審査をさ

せていただき、お手元に配付のとおり、意見書を町長に提出いたしました。 

なお、財政の健全化判断比率の意見につきましては、既に報告されておりますので、

省略をさせていただきます。 

決算審査に当たりましては、次の事項に主眼を置いて審査を行いました。 

一つ目に、予算が適正に執行され、効率的な財政運営が行われているか。 

二つ目に、財務に関する事務が適正に処理され、財産は適切に維持管理されているか。 

三つ目に、これらが町民福祉の向上に寄与しているかという点であります。 

この点を確認するため、決算関係諸帳簿、その他必要資料の提出を求め、関係者の説

明を聴取して、慎重に審査を行った次第であります。 

ここで、審査概要の一端を申し上げます。 

まず、一般会計でありますが、歳入総額は１３４億７，３４２万７，０００円、歳出

総額は１２４億９，４１７万９，０００円となっており、前年度と比べますと、歳入で
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は１億２，４８５万３，０００円、０．９％の減少、歳出では３億９，３５８万７，０

００円、３．１％の減少となっております。 

これは、令和２年度に実施された新型コロナウイルス感染症拡大に伴う国の緊急経済

対策で、一人当たり１０万円の支給がされました「特別定額給付金事業」が令和３年度

はなく、その分の国庫支出金もありませんでした。 

その一方で、嶺南鉄道整備促進基金の原資である嶺南快速鉄道基金の返還金があり、

それを活用した公共交通活性化基金の設置や三方地域におけるケーブルネットワーク更

新事業などの大きな事業が、令和３年度で実施されました。よって、歳入、歳出ともに、

前年度と比較し、小幅な減少にとどまった要因だと考えられます。 

歳入から歳出を差し引いた形式収支は９億７，９２４万８，０００円となっておりま

す。このうち翌年度へ繰り越すべき財源４，５７５万４，０００円を除いた実質収支は

９億３，３４９万４，０００円の黒字、また、実質単年度収支においても６億５，９４

０万７，０００円の黒字であります。 

次に、財政運営の状況でありますが、財政力指数は０．３２８であり、収入財源の６

９．６％が地方交付税や国や県の支出金、町債などに依存した内容となっております。 

また、令和３年度の実質公債費比率は１４．８％で、前年度と比較すると、０．５ポ

イント低くなっており、地方債許可団体に移行する目安とされる基準値１８％以内とな

っております。 

次に、財政の弾力性を示す総合的な指標であります経常収支比率は８３．５％と、前

年度と比較すると４．１ポイント低くなっておりますが、依然として財政の硬直化の傾

向がうかがえます。 

地方交付税等の依存財源を主とする財政構造であるため、今後においても、各指数の

変動を念頭に置き、将来の財政を見据え、歳出抑制の強化を図るとともに、歳入の確保

に最大限の努力をされることを強く要望するものであります。 

それでは、歳入と歳出の状況について御報告させていただきますが、以下につきまし

ては、金額を万円単位で述べさせていただきますので、御了承をお願いいたします。 

まず、歳入の状況でありますが、収入済額が１３４億７，３４２万円であり、調定額

に対する収納率は９９．８６％であります。収入未済額は１，８９４万円であり、１４

８万円の不納欠損処理を行っております。 

歳入については、厳しい財政状況の中において、自主財源の確保を図るとともに、税

の公平負担の観点において、滞納実態に応じて、納付相談や分納など、債務者個々の状

況に応じた、きめ細かな対応を粘り強く行っていただくとともに、新たな滞納の未然防
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止に努められるよう最善の努力をされることを望むものであります。 

特に町税においては、新型コロナウイルス感染症拡大による納税の特例猶予制度の終

了後、完納できなかったその分が、未納として上積みされておりますので、なお一層の

滞納実態の把握と個々の状況に合わせた徴収に努力いただきたいと思います。 

特に長期化した滞納繰越分の徴収は、年月がたつほど困難となることを考慮し、徴収

率向上のための効果的な対策について、収納担当部署が関係課との連携を強化するなど

して徴収に当たっていただきたいと思います。 

また、不納欠損についても、その処理までに債務者の生活状況や資産状況等を的確に

把握し、その状況に応じた適切な対応をしっかりと取った上で処理を進めていただきた

いと思います。 

次に、歳出の状況でありますが、歳出総額は１２４億９，４１７万円であり、性質別

による決算額では、人件費や物件費、扶助費、補助費等をはじめとする消費的経費は６

９億５，２８９万円で、歳出額全体の５５．６％を占め、前年度と比較して６．３ポイ

ントの減少となっております。 

この主な要因は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による臨時特別交付金などに

よる扶助費が前年度と比較して３７％増加したものの、令和２年度に実施された「特別

定額給付金事業」が令和３年度にはなく、補助費等が前年度と比較して１３億１０５万

円、３６．５％減少したことなどによるものであります。 

また、投資的経費は１８億２，１６３万円で、歳出額全体の１４．６％を占め、前年

度と比較すると、３．３ポイントの増加ですが、決算額は前年度と比較し２４．８％の

大幅な増加となっております。 

この主な要因は、ケーブルネットワーク更新事業やレインボーライン山頂・山麓公園

整備事業、若狭アドベンチャーツーリズム拠点整備事業等の実施によるものであります。 

公債費その他は３７億１，９６５万円で、歳出額全体の２９．８％を占め、前年度と

比較して３．０ポイント増加し、決算額も前年度と比較して７．９％の増加となってお

ります。 

この主な要因は、公共交通活性化基金の設置によるものであります。 

以上、全般では、歳入、歳出のバランスは取れ、実質公債費比率や経常収支比率は前

年度と比較して減少しており、その経営努力が見えるものの、今後とも地方交付税など

依存財源に頼る財政運営を余儀なくされることから、自主財源の確保に努めつつ、急激

な物価高騰や頻発する異常気象等による自然災害、新型コロナウイルス感染症拡大のよ

うな突発的かつ長期にわたる事態が発生することも考慮し、慎重に将来を見据えた財政
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計画を立て、引き続き、行財政改革プランに沿った計画的な財政運営が進められること

を強く要望をします。 

次に、基金の状況でありますが、令和３年度末では、総額が３３億３，６９８万円と

なっており、基金全体では、前年度末より７億３，５１７万円、率にして２８．３％の

大幅な増加となっております。その中で、財政調整基金は、取崩しを行うことなく、新

たに２億７，５００万円を積み立てたことにより、１３億４，９２２万円の残高となっ

ております。 

また、減債基金についても、同様に新たに７，２６４万円を積み立てたことにより、

１億２，４２０万円の残高となっております。 

また、公共交通活性化基金４億６，４３４万円を新たに設置する一方で、簡易水道事

業を水道事業に統合するため、水道事業基金は１億８，８８８万円全額を取り崩し、廃

止しております。 

基金全体としては大幅な増加となりましたが、財政調整基金をはじめとする各種基金

の今後の取崩しにつきましては、将来の財政運営を考慮して、慎重かつ計画的に行って

いただきたいと思います。 

次に、財産の状況でありますが、町が所有する土地、建物の令和３年度末の財産所有

面積は１３５万平方メートルとなっております。 

処分可能な町有財産については、有効活用の推進や定期的な公売、不動産情報の公開

等を行うことによって、歳入の確保と管理経費の削減が図れるものと考えられますので、

今後も財産の処分を積極的に進めていただくことを要望いたします。 

また、有価証券５００万円を株式会社クマツグから取得しておりますので、今後、株

式会社クマツグの事業の取組み状況等をしっかりと把握していただきたいと思います。 

出資金及び出捐金については、増減はありませんでした。 

次に、町債の現在高でありますが、総額１５０億１，５７０万円となっており、前年

度と比較し８億４，６４２万円の減少となっております。これは、元金の償還が借入額

を上回ったことによるものであります。 

社会資本整備を進めるためには、町債の活用はやむを得ないところですが、将来の財

政負担ともなりますので、将来の財政を見通して、計画的な事業実施により発行額を調

整し、残高を減らす取組を継続していただくとともに、後年度に普通交付税が措置され

る起債の活用を原則とするなど、財政負担を、十分に考慮して取り組んでいただきたい

と思います。 

以上、一般会計における財政状況の概要を申し上げました。 
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人口減少と少子高齢化が急速に進む中、長引く新型コロナウイルス感染症の拡大や世

界情勢の不安定などに起因する急激な物価高騰が発生し、今後の税収へのさらなる影響

が大変心配されます。 

さらに、頻発する異常気象による自然災害への対応のほか、今後も扶助費、維持補修

費等の消費的経費が増加するものと考えられ、財政運営は、より厳しさを増していくも

のと思われます。 

町民がいつまでも安心して生活できる町を目指して、より強固で弾力性のある財政基

盤の構築に努めるとともに、今後ますます多様化かつ増大する行政需要に対して地域の

実情や住民の声にしっかりと耳を傾け、効果的な事業の立案と実施を願うものでありま

す。 

次に、特別会計について申し上げますと、特別会計は、国民健康保険特別会計をはじ

めとする１１の会計があります。各会計については、それぞれ目的に沿った運営がなさ

れており、おおむね健全でありました。 

それぞれの会計について、意見の一端を述べさせていただきます。 

国民健康保険特別会計については、歳出において大きな割合を占めている保険給付費

について、今後も引き続き、医療費の適正化に向けた特定健診などの健診受診率のさら

なる向上を図っていただきたいと思います。 

また、国民健康保険加入者の健康に関する各種データを綿密に分析し、効果的な保健

指導や健康づくり教室などを開催し、生活習慣病の発症や重症化の予防に努め、心身の

健康づくりを推進していただきたいと思います。 

次に、後期高齢者医療特別会計については、国民健康保険特別会計と同じく、保険給

付が増大していくことが予想されるため、加入者の健康管理や医療機関への適正受診の

指導などに努めていただく必要があります。 

直営診療所特別会計については、平成２４年度の三方診療所の再開以来、収支のバラ

ンスも取れ、順調に推移しております。 

コロナ禍ではありますが、今後も住民に最も身近な国保診療所としての役割を果たす

べく、早期受診患者の確保と各医療機関との連携による適切な医療の提供に努めていた

だき、病気の重症化を防ぐことなどによって、社会保障費の抑制に努力いただくことを

願うものであります。 

介護保険特別会計については、当町の介護保険料は県内でも上位であり、今後も保険

給付費が増加することが予想されます。地域支援事業により、引き続き、フレイル予防

等を積極的に推進し、健康維持、介護状態からの回復などにより、保険給付費の減少を
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図り、安定的な事業運営を検討願いたいと思います。 

また、基金については、今後の保険料改定の議論に合わせて、保険料の上昇抑制のた

め、繰入れも検討いただきたいと思います。 

簡易水道特別会計については、１２地区の広範囲にわたる水道施設を管理しているも

ので、管理効率の向上と安全で安定した水を供給するため、一体的、効率的な水道施設

を目指した水道計画を推進されております。 

なお、令和４年４月１日から、簡易水道事業は水道事業に統合し、併せて地方公営企

業法に基づく企業会計を適用することとなっておりますが、今後も経営の効率化、健全

化を目指した施設統合等の推進と安全で安定した水道水の供給に努力を願うものであり

ます。 

次に、農業者労働災害共済事業特別会計は、農業労働者に対する共済制度であり、町

全体で４３７戸が共済に加入されています。 

加入者は、前年度と比較し２１戸の減少となっておりますが、不測の農作業事故に対

処するために、引き続き、制度の周知と農作業事故防止の推進を図り、健全な制度の運

営に努めていただきたいと思います。 

次に、農業集落排水処理事業特別会計、漁業集落排水処理事業特別会計及び公共下水

道事業特別会計については、１７か所の施設が稼動しており、住民の健康で文化的な生

活を確保する上で欠かすことができない施設であります。 

引き続き、各施設の適切な維持管理に努めていただくとともに、施設の統合を含めた

効率的な運営を願うものであります。 

町営住宅等特別会計では、井崎、上瀬の専用住宅２７戸、上瀬共同住宅３６室、大鳥

羽公営住宅１６室が対象となっており、会計収支は４５８万円が純利益となっておりま

す。今後も引き続き、適正な管理と健全な運営を願うものでありますが、使用料の収入

未済額が令和２年度と比較し、増えております。滞納が常習化しないように、適宜、納

付相談するなど、適切に徴収に努めていただきたいと思います。 

土地開発事業特別会計では、天徳寺住宅は全２６区画が完売しており、現在分譲中の

上瀬住宅団地をはじめ、若王子及びせせらぎ住宅団地は残り区画が僅かとなっておりま

す。今後も早期完売に向けたＰＲ活動を積極的に進め、販売促進に一層の努力を願うも

のであります。 

次に、企業会計について申し上げますと、水道事業、工業用水道事業、上中診療所事

業ともに、それぞれ公営企業として重要な役割を担っており、住民及び企業の期待に沿

った健全な運営が望まれております。 



 

－ 14 － 

まず、水道事業でありますが、給水人口は、前年度と比較し、１５７人の減少となり

ましたが、年間給水量では、約１万５，０００立方メートルの増加となっております。 

会計収支から見ると、当年度は、料金収入や一般会計補助金を合わせた収益的収入か

ら、営業費用、営業外費用を合わせた収益的支出を差し引いた２，７６９万円が純利益

となっております。 

前年度の純利益１９８万円と比較し、大幅な増額でありますが、これは水道料金の料

金改定の影響によるところが大きいものであります。 

今後も引き続き、定期的な漏水調査の実施や計画的な老朽管の更新工事などを実施し、

有効率の向上に努めるとともに、健全経営を進めていただくよう望むものであります。 

なお、令和４年４月１日から簡易水道事業が水道事業に統合されましたが、統合のメ

リットを最大限に生かし、これまで同様に健全な事業運営の継続を願うものであります。 

次に、工業用水道事業は、若狭中核工業団地内の企業７社と給水契約を締結し、工業

用水を供給しておりますが、契約水量は１日当たり６６５立方メートルとなっています。 

会計収支では、総収益から総費用を差し引いた５３９万円が純損失となっているもの

の資金残高は２９９万円の増加となっております。 

今後も受水企業の需要計画に沿い、良質で安定した用水の供給に努めるとともに、河

内川ダムの水源利用を念頭に入れた事業運営を望むものであります。 

また、今後、給配水設備・機器等の更新が必要になってくると思われますが、計画性

をもって対応いただきたいと思います。 

次に、上中診療所事業についてでありますが、医療費抑制政策や医師や看護師の確保

など医療を取り巻く厳しい環境の中、一般病床１９床の有床診療所として医療の提供が

行われております。 

患者数については、入院患者、医科及び介護保険在宅サービスの患者数は減少してい

るものの歯科は増加の状況にあります。 

全体の医業収益としては、前年度に比べ２９７万円、０．９％の増収となっており、

経常収益全体でも、前年度に比べ３，５０５万円、７．５％の増収となっておりますが、

コロナ禍前の令和元年度と比較すると減収となっており、厳しい経営状況が続いており

ます。 

保健・福祉・医療の関係各課が連携し、上中診療所の役割について、住民に広く理解

を求め、長期的展望に立った経営に一層の努力を望むものであります。 

それでは、審査を終えての意見を申し上げます。 

それぞれの会計については、住民生活に密接した事業として、「最少の経費で最大の
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効果」を念頭に、いずれも正確かつ適正に会計処理がなされていたことを、ここに御報

告申し上げます。 

ふるさと納税額は、創意工夫による取組の効果により年々増加しており、自主財源確

保に貢献しておりますが、今後の超高齢社会・人口減少の進展、コロナ禍や物価高騰等

に伴う経済活動の悪化による税収への影響、地方交付税の減額など、歳入の根幹をなす

財源が今後ますます減少することが明らかであります。事業の実施に当たっては、複

雑・多様化する住民ニーズを的確に捉える必要があります。 

特に人口減少対策として策定した、若狭町総合戦略に基づく交流人口及び関係人口の

拡大や定住促進を確実なものとするため、各課の事業をより連携させ、民間活力を有効

に導入し、先進的な事業の選択や効率的な行政運営に取り組まれることを希望するもの

であります。 

また、学校及び保育所の今後の在り方についても、児童数の減少が年々進み、互いに

育つ環境の維持が難しい中、町の考え方を町民に丁寧に伝え、学校の適正規模への再編、

保育所の民営化を進めることが重要であると考えます。 

一方で、社会保障費の増大や公共施設、水道及び下水道施設をはじめとした環境衛生

施設の更新による財政負担の増加が想定されます。既に水道及び下水道使用料は令和３

年度から改定され、住民負担は増加しております。 

未来を見据え、財政計画を立て、行財政改革プランを着実に実行するとともに、持続

可能な行財政運営の下、住民福祉のより一層の向上と町政の発展に向けて邁進していた

だくことを願うものであります。 

最後に、依然として収束が見通せない新型コロナウイルス感染症や異常気象などによ

り頻発する自然災害、急激な物価高騰等により、日常生活や経済活動に大きな影響が生

じておりますが、そのような状況下においても、安全で、かつ安心して生活ができるよ

う万全な対策を講じられるよう願うものであります。 

以上、令和３年度若狭町の一般会計及び特別会計並びに企業会計の決算審査に関して、

本意見書を十分お目通しいただき、各会計決算の認定に対して妥当なる御決定をお願い

申し上げますとともに、今後の若狭町の発展と住民の皆様の幸せを願いまして、決算審

査に関する私の意見とさせていただきます。 

令和４年８月３０日 

若狭町監査委員 河原 武教 

○議長（今井富雄君） 

監査委員の報告が終わりました。 
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これより、質疑を行います。 

上程中の２議案に対する質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

質疑なしと認め、質疑を終わります。 

ただいま議題となっております認定第１号及び認定第２号の２議案については、会議

規則第３８条第１項の規定により、予算決算常任委員会に付託したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

異議なしと認めます。よって、ただいま議題となっております２議案については、議

案付託表のとおり、予算決算常任委員会へ付託することに決定しました。 

ここで、暫時休憩します。 

（午前１０時 ７分 休憩） 

（午前１０時１１分 再開） 

○議長（今井富雄君） 

再開します。 

～日程第７ 議案第４８号～ 

○議長（今井富雄君） 

次に、日程第７、議案第４８号「若狭町職員の育児休業等に関する条例の一部改正に

ついて」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

渡辺町長。 

○町長（渡辺英朗君） 

それでは、議案第４８号「若狭町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について」

につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

本案につきましては、令和４年１０月１日施行の育児休業の取得回数制限の緩和、育

児参加のための休暇の対象期間の拡大等に関する措置を講ずるため、この案を提出する

ものであります。 

何とぞ御審議の上、妥当なる御決議を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由

の説明とさせていただきます。 

○議長（今井富雄君） 
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提案理由の説明が終わりました。 

これより、議案第４８号に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

質疑なしと認め、質疑を終わります。 

ただいま議題となっております議案第４８号については、会議規則第３８条第１項の

規定により、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、総務産業建設常任委員会

に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

異議なしと認めます。よって、ただいま議題となっております議案第４８号について

は、議案付託表のとおり、総務産業建設常任委員会へ付託することに決定しました。 

～日程第８ 議案第４９号・日程第９ 議案第５０号～ 

○議長（今井富雄君） 

次に、日程第８、議案第４９号「原子力発電施設等立地地域の指定による町税の特例

に関する条例の一部改正について」及び日程第９、議案第５０号「地域経済牽引事業の

促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく町税の特例に関する条例の

一部改正について」の２議案を一括議題とします。 

提案理由の説明を求めます 

渡辺町長。 

○町長（渡辺英朗君） 

それでは、議案第４９号及び議案第５０号の２議案につきまして、提案理由の御説明

を申し上げます。 

まず、議案第４９号「原子力発電施設等立地地域の指定による町税の特例に関する条

例の一部改正について」でありますが、本案は、企業立地促進に係る施策において、固

定資産税の課税減免対象を見直すため、条例の改正が必要となるので、この案を提出す

るものであります。 

次に、議案第５０号「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関

する法律に基づく町税の特例に関する条例の一部改正について」でありますが、本案は、

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の改正に伴うも

ののほか、企業立地促進に係る施策において、固定資産税の課税免除対象を見直すため、



 

－ 18 － 

条例の改正が必要となるので、この案を提出するものであります。 

以上、２議案につきまして御説明申し上げました。何とぞ御審議の上、妥当なる御決

議を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（今井富雄君） 

提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 

上程中の２議案に対する質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

質疑なしと認め、質疑を終わります。 

ただいま議題となっております２議案については、会議規則第３８条第１項の規定に

より、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、総務産業建設常任委員会に付託

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

異議なしと認めます。よって、議題となっております２議案については、議案付託表

のとおり、総務産業建設常任委員会へ付託することに決定しました。 

～日程第１０ 議案第５１号～ 

○議長（今井富雄君） 

次に、日程第１０、議案第５１号「辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につ

いて」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます 

渡辺町長。 

○町長（渡辺英朗君） 

それでは、議案第５１号「辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について」提

案理由の御説明を申し上げます。 

辺地対策事業債の発行及び措置のため、公共的施設の総合整備計画を策定する必要が

あるので、「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法

律」第３条第１項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

計画の内容につきましては、若狭町上下水道ビジョンに基づき、常神辺地を含めた水

道施設の統廃合計画の一環として、常神地係において、送水管設置工事を実施するもの

であります。 
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何とぞ御審議の上、妥当なる御決議を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由

の御説明とさせていただきます。 

○議長（今井富雄君） 

提案理由の説明が終わりました。 

これより、議案第５１号に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

質疑なしと認め、質疑を終わります。 

ただいま議題となっております議案第５１号については、会議規則第３８条第１項の

規定により、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、総務産業建設常任委員会

に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

異議なしと認めます。よって、議題となっております議案第５１号については、議案

付託表のとおり、総務産業建設常任委員会へ付託することに決定しました。 

～日程第１１、議案第５２号から日程第２１、議案第６２号～ 

○議長（今井富雄君） 

次に、日程第１１、議案第５２号「令和４年度若狭町一般会計補正予算（第４号）」

から、日程第２１、議案第６２号「令和４年度若狭町水道事業会計補正予算（第１号）」

までの１１議案を一括議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

渡辺町長。 

○町長（渡辺英朗君） 

それでは、議案第５２号から議案第６２号までの１１議案につきまして、提案理由の

御説明を申し上げます。 

まず、議案第５２号「令和４年度若狭町一般会計補正予算（第４号）」でありますが、

既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ９億８，３５０万８，０００円を追加

し、予算の総額を１１８億３，９２４万７，０００円とするものであります。 

歳出の主なものは、総務費では、一般管理費に１，００７万１，０００円、公民連携

推進事業に５，０００万円、公共交通推進事業に４０８万１，０００円、財政調整基金

の積立金に４億６，７００万円など、合わせて５億３，７７０万３，０００円を計上い
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たしました。 

民生費では、身体障害者補装具交付修理事業に３３９万７，０００円、令和３年度低

所得子育て世帯特別給付金事業の実績額確定による国庫返還金として６５９万９，００

０円、各保育所の食材高騰対策などとして２４４万７，０００円など、合わせて１，７

５１万７，０００円を計上いたしました。 

衛生費では、高齢者予防接種事業に３９９万８，０００円、令和３年度新型コロナワ

クチン接種事業の実績額確定による国庫返還金として４，７９０万円など、合わせて５，

２２１万８，０００円を計上いたしました。 

農林水産業費では、県単小規模土地改良事業に６５０万円、土地改良事業費に４６８

万２，０００円、農地耕作条件改善事業に２，５００万円、治山事業費に３３０万円な

ど、合わせて４，０９８万２，０００円を計上いたしました。 

商工費では、観光振興基金積立金事業に１，７２２万円、みかた温泉施設燃料高騰対

策緊急支援事業に３３０万円など、合わせて２，３４２万円を計上いたしました。 

土木費では、除雪対策事業に７，９２５万５，０００円、道路維持修繕事業に４，６

３６万６，０００円、道路新設改良全般事業に１，０００万円、道路改築事業に３１６

万４，０００円など、合わせて１億４，１２３万５，０００円を計上いたしました。 

教育費では、各小・中学校の食材高騰対策として、給食センター費に６７２万５，０

００円、瓜生小学校改修事業に２９７万円、自然休養村施設管理事業に１億４，７０２

万３，０００円、縄文博物館施設管理事業に５１８万９，０００円など、合わせて１億

７，０４３万３，０００円を計上いたしました。 

歳入では、令和３年度の決算に基づき、繰越金を８億８，４４２万１，０００円増額

するのをはじめ、普通交付税の交付決定により、地方交付税が１，６３９万７，０００

円の増額のほか、国庫支出金が６，３４４万４，０００円の増額、県支出金が３，４３

５万７，０００円の増額、財産収入が５，３４５万５，０００円の増額のほか、町債が

８，６２４万５，０００円の減額などとなっております。 

次に、議案第５３号「令和４年度若狭町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）」

でありますが、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ２，０３５万円を追加し、予算

の総額を１７億９，９５１万１，０００円とするものであります。 

主な歳出につきましては、令和３年度事業の精算による国などへの返還金６２０万円

のほか、基金積立金に１，４１５万円を計上させていただいております。 

次に、議案第５４号「令和４年度若狭町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」

でありますが、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ９万１，０００円を追加し、予
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算の総額を２億４，１６７万７，０００円とするものであります。 

歳出では、福井県後期高齢者医療広域連合への納付金を計上させていただきました。 

次に、議案第５５号「令和４年度若狭町直営診療所特別会計補正予算（第１号）」で

ありますが、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ５７２万９，０００円を追加し、

予算の総額を９，２５１万３，０００円とするものであります。 

歳出では、前年度繰越金を財源に基金積立金を計上させていただきました。 

次に、議案第５６号「令和４年度若狭町介護保険特別会計補正予算（第１号）」であ

りますが、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ８，０４７万７，０００円を追加し、

予算の総額を２０億６，５６１万１，０００円とするものであります。 

介護保険事業勘定における歳出では、前年度繰越金などを財源に、基金積立金４，７

９６万５，０００円のほか、令和３年度事業の精算による国及び県などへの返還金に２，

９７２万３，０００円などを計上させていただきました。 

また、介護保険サービス事業勘定における歳出では、前年度繰越金を財源に、基金積

立金１５０万９，０００円を計上させていただきました。 

次に、議案第５７号「令和４年度若狭町農業者労働災害共済事業特別会計補正予算

（第１号）」でありますが、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ４２２万５，００

０円を追加し、予算の総額を５５５万９，０００円とするものであります。 

歳出では、基金繰入金を財源に、災害補償費４１９万８，０００円などを計上させて

いただきました。 

次に、議案第５８号「令和４年度若狭町農業集落排水処理事業特別会計補正予算（第

１号）」でありますが、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ３，５８６万５，００

０円を追加し、予算の総額を４億６，２２８万９，０００円とするものであります。 

歳出では、前年度繰越金を財源に、基金積立金を計上させていただきました。 

次に、議案第５９号「令和４年度若狭町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）」

でありますが、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ３，７７９万４，０００円を追

加し、予算の総額を６億２，３７４万４，０００円とするものであります。 

歳出では、前年度繰越金及び公共下水道事業費負担金を財源に、基金積立金に２，７

８０万６，０００円のほか、公共下水道施設建設費に９９８万８，０００円を計上させ

ていただきました。 

次に、議案第６０号「令和４年度若狭町営住宅等特別会計補正予算（第１号）」であ

りますが、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ４５７万９，０００円を追加し、予

算の総額を３，８４５万３，０００円とするものであります。 
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歳出では、前年度繰越金を財源に、町営住宅等の修繕費用のほか、外壁点検調査業務

委託料などを計上させていただきました。 

次に、議案第６１号「令和４年度若狭町土地開発事業特別会計補正予算（第１号）」

でありますが、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ９万円を追加し、予算の総額を

１億９０５万９，０００円とするものであります。 

歳出では、前年度繰越金を財源に施設修繕費を計上させていただきました。 

次に、議案第６２号「令和４年度若狭町水道事業会計補正予算（第１号）」でありま

すが、収益的支出におきまして、営業費用の受託工事費５００万円を計上させていただ

きました。 

以上、１１議案につきまして御説明を申し上げました。何とぞ御審議の上、妥当なる

御決議を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（今井富雄君） 

提案理由の説明は終わりました。 

これより、質疑を行います。 

上程中の１１議案に対する質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

質疑なしと認め、質疑を終わります。 

ただいま議題となっております１１議案については、会議規則第３８条第１項の規定

により、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、予算決算常任委員会に付託し

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

異議なしと認めます。よって、議題となっております１１議案については、議案付託

表のとおり、予算決算常任委員会へ付託することに決定しました。 

お諮りします。議案審査のため、明日８日３１日から９月５日までの６日間を休会に

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

異議なしと認めます。よって、明日８日３１日から９月５日までの６日間を休会とす

ることに決定しました。 

以上をもって、本日の日程は全て終了しました。 
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本日は、これをもって散会します。 

（午前１０時３１分 散会） 

 

 


